
植物検疫における輸入解禁要請に関する検証の手続の進捗状況について

オーストラリア産ブルーベリーの生果実の輸入解禁要請に関し、試験の計画の

提出があり、当該計画に問題がなかったことを確認しましたのでお知らせします。

記

１．要請国

オーストラリア

２．提出日

平成28年５月19日

３．対象植物

ブルーベリーの生果実

４．対象検疫有害動植物

チチュウカイミバエ及びクインスランドミバエ

５．試験の計画の概要

低温処理により、ブルーベリーの生果実に寄生したチチュウカイミバエ及び

クインスランドミバエの殺虫効果を確認する。

６．今後の手続

オーストラリア側から我が国への試験結果の提出

７．問い合わせ先

農林水産省消費・安全局植物防疫課

東京都千代田区霞が関１－２－１

TEL 03-3502-5978 (4565)


